
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

型
式
指
定
の
取
消
要
件
の
拡
充

不
正
の
手
段
に
よ
り
自
動
車
、
共
通
構
造
部
又
は
装
置
の
型
式
の
指
定
を
受
け
た
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
当
該
指
定

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
四
項
及
び
第
七
十
五
条
の
三
第
五
項
関
係
）

第
二

罰
則
の
強
化

自
動
車
、
共
通
構
造
部
又
は
装
置
の
型
式
の
指
定
の
取
消
し
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
型
式
指
定
を
受
け
た
者
に
対
し
て

国
土
交
通
大
臣
が
行
う
報
告
徴
収
又
は
立
入
検
査
に
お
い
て
、
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
や
検
査
を
忌
避
し
た
者
等
に
対
す
る

罰
則
を
強
化
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
五
条
の
六
、
第
百
六
条
の
四
関
係
）

第
三

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一

の
改
正
規
定
等
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）



三

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

四

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
関
係
）


